
※　この一覧表も提出してください。

※　添付書類は陳述書の内容と対比させながら準備してください。住民票は原本を提出してください。

　それ以外の資料は、Ａ４版（この用紙と同じ大きさ）で、左側に３センチ程度の余白を空けて１部ずつ

　コピーし、この一覧表の順番にそろえて提出してください。なお、裁判所でコピーと原本を照合するこ

　とがありますので、裁判所に提出する際には必ず提出書類の原本を持参してください。

※　添付書類に、いわゆる「マイナンバー」が記載されている場合には、当該部分をマスキングした写

　しを提出してください（ただし、裁判所で原本を確認させていただく場合があります。）。

□世帯全員の住民票（３か月以内のもの）【市町村役場】 □確認

※本籍地の記載のあるものを提出してください。

□債権者一覧表（原本＋債権者数分の副本） □補充 □済

□タックシール（債権者通知用宛名ラベル）

「第１　職業、収入の額内容等」関連

◆現在給与所得を得ている場合

□給与明細書（直近３か月分） □確認

□源泉徴収票（直近２年分） □補充 □済

□所得課税証明書（直近２年分）【市町村役場】 （内容）

◆自営収入を得ている場合

□確定申告書控え（直近２年分）

□各種帳簿等、経営状況が分かるもの（直近２年分）

◆年金、児童手当、児童扶養手当、公的年金等を受けている場合

□受給証明書（　　　　　　　　　　　　年金分）

□受給証明書（　　　　　　　　　　　　　　　分）

□受給証明書（　　　　　　　　　　　　　　　分）

※証明書を用意できない場合は、受けている給付の内容と金額

がわかるものを提出してください。

◆その他の収入がある場合

□当該収入があることを示す資料

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆就職先の変更があった場合

□過去の収入を示す給与明細書等の資料

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生手続開始申立書の添付書類一覧表

申立てに当たって添付すべき書類

※提出するものは□にチェックしてください。

裁判所記入欄

※記入しないでください。

「申立書」の添付書類 添付書類の確認等

「陳述書」の添付書類



◆同居人が収入を得ている場合 □確認

□同居人の給与明細書等（直近２か月分） □補充 □済

□同居人の源泉徴収票 （内容）

□年金等の各種受給証明書や所得課税証明書等、収入の

状況が分かる資料

◆相続した財産がある場合

□登記事項証明書【法務局】

□固定資産評価額証明書【市町村役場】

□その他相続財産の内容の分かる資料

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合

□相続放棄受理証明書

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆家賃（地代）を払っている場合 □確認

□賃貸借契約書、住居使用許可書 □補充 □済

※無い場合は、家賃の領収書等を提出してください。 （内容）

◆家賃を払っていない場合

□家族・親族名義の場合

→土地・建物の登記事項証明書【法務局】

☆自己所有の場合→後記「不動産関係」で指示

◆別居の扶養家族の家賃を負担している場合

□賃貸借契約書、住居使用許可書、家賃の領収書等

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□通帳写し □確認

※残高に関わらず、申立人名義の通帳全部について、表紙の裏及び □補充 □済

申立前１年分の履歴（定期・積立・貯蓄部分を含む。）をコピーして提出 （内容）

してください。

□取引履歴

※通帳を紛失した場合や、申立前１年以内に口座を解約した場合

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「第２　生活の状況」関連

　　家族関係

　　現在の住居の状況関係

「第３　財産の状況（財産目録）」関連

　　金銭関係



□所有不動産の登記事項証明書【法務局】 □確認

※共同担保が設定させている場合には、共同担保目録付きの □補充 □済

登記事項証明書を提出してください。 （内容）

□固定資産評価額証明書

□固定資産のないことの証明書（「固定資産課税台帳に登録

がないことの証明書」等）【市町村役場】

　 □不動産の価格の資料となるもの（査定書等）

◆住宅資金特別条項を定める場合（規則１０２条）

□住宅資金貸付であること証する契約書

※変更契約がある場合には、同契約書も提出してください。

□保証委託契約書

□弁済期・弁済額を明らかにする書類（償還表、返済表等）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆自動車、二輪車を持っている場合 □確認

□車検証（又は登録事項証明書） □補充 □済

□自動車の評価に関する書類（査定書等） （内容）

□売買契約書（所有権留保がある場合）

【査定協会、中古車買取業者等】

◆その他の動産（船舶等）を持っている場合

□当該動産の内容や価値がわかる書類

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆株式、出資金、投資信託がある場合 □確認

□株式、出資金、投資信託の証券等 □補充 □済

□当該財産の時価が分かる資料 （内容）

◆売掛金、貸金、過払金がある場合

□請求書、帳簿等

□消費貸借契約書、借用書等

□過払金債権の存在が分かる資料（取引履歴、計算書等）

◆退職金関係

□退職金見込額証明書

□退職金支給規程

□退職金の試算書

□退職金がないことの資料

◆保険に加入している場合

□各種保険（生命保険、損害保険、火災保険等）の証券

□保険解約返戻金計算書

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　動産関係

　　債権、その他の財産等関係

　　不動産関係



□処分したことが分かる資料（売買契約書、名義変更後の □確認

資料等） □補充 □済

□処分して得た金員の使途が分かる資料及び説明書 （内容）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□現在の債務（借金）の残額を明らかにする資料（契約書、債権 □確認

調査票等） □補充 □済

※債権者の名前や住所（連絡先）の記載があるもので、契約書以外は （内容）

作成日が６か月以内のものを提出してください。

□滞納税金額が分かる資料

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□判決正本、支払督促正本、差押命令正本等 □確認

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □補充 □済

（内容）

□免責決定正本

□再生計画認可決定正本 □確認

□ハードシップ免責決定正本 □補充 □済

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （内容）

　　過去に処分した財産関係

　　債権者との訴訟等の状況関係

「第４　負債」関連

「第５　過去の免責等に関する状況」関連

　　負債の状況関係


